
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号）の一部を次のように改正する。
第97条の見出しを「（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）」に改め、同条中「が地域」を「又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準第171条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）が地域」に、「のうち通いサービス（同項」を「又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準第63条第１項又は第171条第１項」に、「同項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ」を「指定地域密着型サービス基準第63条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という」に改め、同条後段中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第63条第１項」の次に「又は第171条第１項」を加え、「25人」を「29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第63条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）にあっては、18人）」に改め、同条第２号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「いう」の次に「。以下同じ」を、「15人」の次に「（登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員に応じそれぞれ同表の右欄に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人）」を加え、同号に次の表を加える。
	登録定員
	通いサービスの利用定員

	26人又は27人
	16人

	28人
	17人

	29人
	18人


第97条第３号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第67条第２項第１号」の次に「又は第175条第２項第１号」を加え、同条第４号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「（指定小規模多機能型居宅介護」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を加える。
第111条の見出しを「（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）」に改め、同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を加え、「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「対して指定小規模多機能型居宅介護」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を、「第63条第５項」の次に「又は第171条第６項」を加え、同条第２号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「９人」の次に「（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加え、同条第３号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第67条第２項第２号ハ」の次に「又は第175条第２項第２号ハ」を加える。
附則第４項の前の見出し及び同項から附則第９項までを削る。
附則第10項中「事業等」を「事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活援助の事業等」という。）」に改め、同項を附則第４項とし、附則第11項を附則第５項とする。
附則第12項中「平成27年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項を附則第６項とする。
附則第13項中「平成27年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項を附則第７項とする。
附則第14項中「附則第12項又は第13項」を「附則第６項又は第７項」に改め、同項を附則第８項とし、附則第15項を附則第９項とし、附則第16項から第19項までを６項ずつ繰り上げる。
附　則
１　この条例は、平成27年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定を受けている地域移行型ホーム事業者（改正前の附則第６項に規定する地域移行型ホーム事業者をいう。）に係る地域移行型ホーム（改正前の附則第５項に規定する地域移行型ホームをいう。）の特例については、なお従前の例による。
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